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庄 原 市 飲 料 水 供 給 施 設 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、飲 用 水 が 不 足 す る 地 域 の 住 宅 及 び 集 会 施 設 に お い て 、飲 用 水

の 供 給 を 目 的 と し て 、新 た に ボ ー リ ン グ 方 式 等 に よ り 水 源 を 整 備 す る も の に 予 算

の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 し 、生 活 環 境 の 改 善 を 図 る た め 、当 該 補 助 金 を 交

付 す る こ と に 関 し 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則（ 平 成 17年 庄 原 市 規 則 第 46号 ）に 規 定 す

る も の の ほ か 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 飲 用 水 が 不 足 す る 地 域  庄 原 市 水 道 事 業 計 画 給 水 区 域 及 び 簡 易 水 道 計 画

給 水 区 域 内 の 給 水 可 能 な 区 域 （ 以 下 「 給 水 区 域 」 と い う 。 ） 以 外 の 区 域 で 現 に

生 活 及 び 地 域 自 治 活 動 の た め の 飲 料 水 が 不 足 し て い る 地 域 を い う 。 た だ し 、 特

別 な 理 由 が あ る と 市 長 が 認 め た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(２ ) 集 会 施 設  自 治 振 興 区 等 が 所 有 し 、 地 域 自 治 活 動 に 供 す る 施 設 を い う 。  

（ 補 助 対 象 施 設 ）  

第 ３ 条  補 助 対 象 と な る ボ ー リ ン グ 方 式 等 の 水 源（ 以 下「 補 助 施 設 」と い う 。）は 、

原 則 と し て １ 戸 （ 集 会 施 設 は １ 施 設 ） １ 補 助 施 設 と す る 。  

２  補 助 施 設 は 、 １ 日 当 た り 300リ ッ ト ル 以 上 の 水 量 が 安 定 的 に 確 保 で き 、 か つ 、

水 質 が 公 的 機 関 の 行 う 飲 適 検 査 に 適 合 す る も の と す る 。た だ し 、当 該 検 査 に 不 適

合 の 場 合 は 、 滅 菌 器 の 設 置 を 条 件 と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、２ 戸 以 上 が 共 同 し て １ 補 助 施 設 を 整 備 す る 場 合 も 、

補 助 対 象 と す る こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 前 項 中 「 300リ ッ ト

ル 」 と あ る の は 、 「 300リ ッ ト ル に 共 同 で 整 備 す る 戸 数 を 乗 じ た 水 量 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

４  前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、特 別 な 理 由 が あ る と 市 長 が 認 め た と き は 、こ の 限

り で は な い 。  

（ 補 助 対 象 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、補 助 施 設 を 設 置 す る 者 で あ っ て 、次 に 掲 げ る 要 件

を 満 た す も の と す る 。  
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(１ ) 市 内 に 住 所 を 有 し 、居 住 し て い る こ と 。た だ し 、特 別 な 理 由 が あ る と 市 長

が 認 め た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(２ ) 市 税 、 納 付 金 等 を 世 帯 員 が 滞 納 し て い な い こ と 。  

２  集 会 施 設 に お け る 補 助 対 象 者 は 、補 助 施 設 を 設 置 す る 自 治 会 、小 集 落 、自 治 振

興 区 等 の 地 域 組 織 そ の 他 市 長 が 認 め た 組 織 、 団 体 と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補助 経 費 」と い う 。）は 、補 助 施 設 を 整 備 す

る の に 直 接 必 要 な 経 費 の み と し 、 １ 補 助 施 設 当 た り 80万 円 を 限 度 と す る 。  

２  補 助 対 象 と な ら な い 経 費 は 、 次 に 掲 げ る と お り で あ る 。  

(１ ) 給 水 ポ ン プ 関 係 経 費  

(２ ) 貯 水 槽 関 係 経 費  

(３ ) 滅 菌 器 関 係 経 費  

(４ ) 配 水 管 及 び 送 水 管 関 係 経 費  

(５ ) 住 宅 及 び 集 会 施 設 内 配 管 関 係 経 費  

(６ ) そ の 他 市 長 が 補 助 対 象 と な ら な い と 認 め る 経 費  

(７ ) 他 の 事 業 に よ り 補 助 金 の 対 象 と な る 経 費  

３  第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 整 備 を 行 う 場 合 は 、第 １ 項 中「 80万 円 」と あ る の は 、

「 72万 円 に 共 同 で 整 備 す る 戸 数 を 乗 じ た 額 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

４  他 の 補 助 事 業 等 の 対 象 と な る 補 助 施 設 に つ い て は 対 象 と し な い 。  

５  補 助 率 は 、 補 助 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 （ 千 円 未 満 切 り 捨 て ） と す る 。  

（ 交 付 申 請 の 手 続 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、交 付申

請 書（ 様 式 第 １ 号 ）に 、事 業 計 画 書 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て 、当

該 年 度 の 定 め る 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 に 定 め る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、そ の 内容を審査 し 、適 当

と 認 め た と き は 、交 付 決 定通知書（ 様 式 第 ２ 号 ）に よ り 、申 請 者 に通知す る も の

と す る 。  

２  前 項 に 定 め る 交 付 決 定 の通知を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と い う 。 ） は 、

当 該 決 定 の通知を 受 け た後に 、 補 助 施 設 整 備 に着手 す る も の と す る 。  
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（ 申 請 の変更）  

第 ８ 条  交 付 決 定 者 は 、次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る に至っ た 場 合 は 、直ちに 、事 業

計 画変更承認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 補 助 経 費 の変更又は 申 請 の取下 げ  

(２ ) そ の 他主要 な変更事 項  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ９ 条  補 助 金 は 、補 助 施 設 に つ い て 交 付 決 定 者 か ら完了通知が あ っ た後、市 長 の

指定 す る職員 が完了検 査 を実施 し 、補 助 金 の 額 の 確 定 を 行 っ た後、交 付 す る も の

と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、交 付 決 定 者 の 請求に基づき 、市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合

は 、 補 助 金 の概算 交 付 が で き る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の取消し ）  

第 10条  市 長 は 、交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、交

付 決 定 を取り消し 、又は既に 交 付 し た 補 助 金 の全部若しくは一部を返還させる こ

と が で き る 。  

(１ ) こ の 要 綱 に違反し た と き 。  

(２ ) 補 助 施 設 の 整 備 方法が妥当性を欠くと 認 め る と き 。  

(３ ) あ ら か じ め承認 を 受 け な い で 、工事 費 を変更し 、又は廃止し た と き 。  

(４ ) 補 助 金 を 他 の 用途に使用 し た と き 。  

(５ ) そ の 他 市 長 が 補 助 す る の に 不 適 当 と 認 め た と き 。  

（指導監督及 び 検 査 ）  

第 11条  市 長 は 、交 付 決 定 者 に 、事 業 の実施 に 関 し て の 必 要 な報告を求め 、若しく

は 必 要 な指示を 行 い 、又は職員 を し て随時必 要 な 検 査 をさせる こ と が で き る も の

と す る 。  

（ 水 道 事 業への加入）  

第 12条  こ の 要 綱 に よ り 、補 助 施 設 を 整 備 し た も の が 、後年 、庄 原 市 が 整 備 す る 給

水 区 域 に含ま れ る こ と と な っ た 場 合 は 、３ 年 以 内 に 水 道 事 業へ加入す る も の と す

る 。  

（ そ の 他 ）  

第 13条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  
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附  則  

（ 施 行期日 ）  

１  こ の告示は 、 平 成 17年 ３月 31日 か ら 施 行 す る 。  

以 下  略  


